
 

投資信託受益権振替決済口座管理規定  

 

（改定日： 2021 年 6 月 15 日  下線部が改定部分）  

現 行  改 定 後  

 
第 ６ 条 （ 振替 の 申 請）  

２   お 客さ まが 振替の申 請を 行う にあ たっては 、あ らかじ め、次に 掲

げ る事 項を 当行 所定の依 頼書 に記 入の うえ、届出 の印 章に より 記名

押 印し てご 提出 ください 。  

(1)  ～ （ 5）現 行ど おり につき 省略  

 

第 １ ２ 条 （届 出 事 項の変 更 手 続 き）  

  印章 を失 った 場合、ま たは 印章 、住 所、 氏名 もし くは 名称 、取引

を 行う 目的 、職 業、法人 の場 合に おけ る 代表者 の役 職 、 住所 、氏名

お よび 事業 の内 容、２５ ％超 の議 決権 をお持ち の 方 等の 住所 、氏名

も しく は名 称、 個人番号 、法 人番 号そ の他の届 出事 項に 変更 があっ

た 場合 は、 直ち に 当行所 定の 方法 によ りお手続 きく ださ い。 この場

合 、「印 鑑証明 書 」、「戸籍 抄本 」、「 住民 票」等の 書類 をご 提出 願うこ

と があ りま す。  

２ ～４  現 行ど おりにつ き省 略  

 

第 １ ９ 条 （免 責 事 項）  

  当行 は、 次に 掲げる場 合に 生じ た損 害につい ては 、そ の責 を負い

ま せん 。  

(1)現 行ど おり につ き省略  

(2)各 種 依 頼 書 、 諸届 、そ の 他 の 書 類 に 使 用 され た 印 影 を 届 出 の印

鑑 と 相 当 の 注 意 を も っ て 照 合 し 、 相 違 な い も の と 認 め て  投 資 信

託 受益 権の 振替 または 抹 消、そ の他 の取 扱いを 行っ たう えで、当

該 書類 につ いて 偽造、変 造、そ の他 の事 故があ った 場合 に生 じた

損 害  

(3)各 種 依 頼 書に 使 用 され た 印 影 が 届 出 の印 鑑と 相 違 す る た め 、投

資 信託 受益 権の 振替を行 わな かっ た場 合に生じ た損 害  

 

(4)～ (7)現 行ど おりにつ き省 略  

 

 

第 ６ 条 （ 振替 の 申 請）  

２   お 客さ まが 振替の申 請を 行う にあ たっては 、あ らか じめ 、次 に掲

げ る事 項を 当行 所定の依 頼書 に記 入の うえ 、また 法人 の場 合に おい

て は届 出の 印章 により 記 名押 印し てご 提出くだ さい 。  

(1)  ～ （ 5）同 左  

 

第 １ ２ 条 （届 出 事 項の変 更 手 続 き）  

住 所、 氏名 もし くは 名称 、取 引を 行う 目的 、職 業、 法人 の場合に

お ける 印章 、代 表者 の役 職 、 住所 、氏 名お よび 事業 の内 容、 ２５％

超 の議 決権 をお 持ち の方 等の 住所 、氏 名も しく は名 称、 個人 番号、

法 人番 号そ の他 の届 出事 項に 変更 があ った 場合 、ま たは 法人 の場合

に おけ る印 章を 失っ た場 合は 、直 ちに 当行 所定 の方 法に より お手続

き くだ さい。この場 合 、「印 鑑証 明書 」、「戸籍抄 本 」、「 住民 票」等の

書 類を ご提 出願 うことが あり ます 。  

２ ～４  同 左  

 

第 １ ９ 条 （免 責 事 項）  

  当行 は、 次に 掲げ る場 合に 生じ た損 害に つい ては 、そ の責 を負い

ま せん 。  

(1)同 左  

(2)法 人 の 場 合 に お ける各 種 依 頼 書 、 諸 届 、 その 他 の 書 類 に 使 用さ

れ た印 影を 届出 の印鑑と 相当 の注 意を もって照 合し 、相違な いも

の と 認 め て  投 資 信 託 受 益 権 の 振 替 ま た は 抹 消 、 そ の 他 の 取 扱 い

を 行っ たう えで 、当 該書 類に つい て偽 造、変造 、その 他の 事故が

あ った 場合 に生 じた損害  

(3)法 人 の 場 合 に お ける各 種 依 頼 書 に 使 用 さ れた 印 影 が 届 出 の 印鑑

と 相違 する ため、投資信託 受益 権の 振替 を行わな かっ た場 合に 生

じ た損 害  

(4)～ (7)同 左  

 

 

 

 



 

保護預り規定兼振替決済口座管理規定（公共債）  

 

（改定日： 2021 年 6 月 15 日  下線部が改定部分）  

現 行  改 定 後  

 

第 ２ 条 （ 保護 預 り 証券の 保 管 方 法お よ び 保管場 所 ）  

  当行 は、 保護 預り証券 につ いて 金融 商品取引 法第 43 条の 2 に 定

め る 顧 客 資 産 の 分 別 管 理 に 関 す る 規 定 に 従 っ て 次 の と お り お 預 り

し ます 。  

   ①  保護 預り 証券は、当行 所定の 場所 に保管 し、特にお 申し 出がな

い 限 り 他 の お 客 さ ま の 同 銘 柄 の 証 券 と 区 別 す る こ と な く 混 蔵

し て保 管（ 以下 、「 混 蔵保 管」とい います 。）でき るも のと しま

す 。  

   ②  前号 によ る 混蔵保 管は 大券 をも って行う こと があ りま す。  

 

第 ３ 条 （ 混蔵 保 管 に関す る 同 意 事項 ）  

前 条の 規定 によ り 混蔵保 管す る保 護預 り証券に つい ては、次の 事

項 につ いて ご同 意いただ いた もの とし て取扱い ます 。  

① ～②  現 行ど おりにつ き省 略  

 

第 ８ 条 （ 預入 れ お よび返 還 ）  

保 護 預 り の 国 債 証 券 等 を 預 け 入 れ る 場 合 は 、 お 客 さ ま ま た は お

客 さま があ らか じめ届け 出た 代理 人（以 下、「お 客さ ま等」 とい い

ま す 。）が 当行 所定 の 依頼 書に 届出 の印 章 により 記名 押印 して ご提

出 くだ さい 。  

２ ～４  現 行ど おりにつ き省 略  

 

第 ９ 条 （ 振替 の 申 請）  

１ ～４  現 行ど おりにつ き省 略  

５   振 替債 等の 全部また は一 部を 振替 える場合 は、そ の 4 営業 日前 ま

で に当 行所 定の 方法でそ の旨 をお 申し 出のうえ 、お 客さま 等が 当行

所 定の 依頼 書に 届出の印 章に より 記名 押印して ご提 出く ださ い。  

 

６  現 行ど おり につき省 略  

 

第 15 条 （ 抽 選償 還 ）  

混 蔵保 管中 の保 護預り証 券が 抽選 償還 に当選し た場 合は、被償 還

者 お よ び 償 還 額 の 決 定 は 当 行 所 定 の 方 法 に よ り 公 正 か つ 厳 正 に 行

い ます 。  

 

 

第 ２ 条 （ 保護 預 り 証券の 保 管 方 法お よ び 保管場 所 ）  

  当行 は、 保護 預り証券 につ いて 金融 商品取引 法第 43 条 の 2 に定

め る 顧 客 資 産 の 分 別 管 理 に 関 す る 規 定 に 従 っ て 次 の と お り お 預 り

し ます 。  

①  保 護 預 り 証 券 は、 当行 所 定 の 場 所 に 保管 し、 特 に お 申 し 出 がな

い 限 り 他 の お 客 さ ま の 同 銘 柄 の 証 券 と 区 別 す る こ と な く 混 合 し

て 保管 （以 下、「 混 合保管 」と いい ます 。） できる もの とします。 

 

②  前号に よる 混合 保管は 大券 をも って 行うこと があ りま す。  

 

第 ３ 条 （ 混合 保 管 に関す る 同 意 事項 ）  

前 条 の 規 定 に よ り 混 合 保 管 す る 保 護 預 り 証 券 に つ い て は 、 次 の

事 項に つい てご 同意いた だい たも のと して取扱 いま す。  

  ① ～②  同 左  

 

第 ８ 条 （ 預入 れ お よび返 還 ）  

保 護 預 り の 国 債 証 券 等 を 預 け 入 れ る 場 合 は 、 お 客 さ ま ま た は お

客 さま があ らか じめ届け 出た 代理 人（以 下、「お 客さ ま等」 とい い

ま す 。）が 当行所 定の 依頼 書 に 記入 のう え、また 法人 の場 合に おい

て は届 出の 印章 により記 名押 印し てご 提出くだ さい 。  

 ２ ～４  同左  

 

第 ９ 条 （ 振替 の 申 請）  

１ ～４  同 左  

５   振 替債 等の 全部また は一 部を 振替 える場合 は、その 4 営 業日 前ま

で に当 行所 定の 方法でそ の旨 をお 申し 出のうえ 、お 客さ ま等 が当 行

所 定の 依頼 書に 記入し 、ま た法 人の 場合 において は届 出の 印章 によ

り 記名 押印 して ご提出く ださ い。  

６  同 左  

 

第 15条 （ 抽 選償 還 ）  

混 合保 管中 の保 護預り証 券が 抽選 償還 に当選し た場 合は 、被 償還

者 お よ び 償 還 額 の 決 定 は 当 行 所 定 の 方 法 に よ り 公 正 か つ 厳 正 に 行

い ます 。  

 



 

現 行  改 定 後  

 

第 18 条 （ 届 出事 項 の変更 ）  

印 章を 失っ た場 合、また は印 章、氏 名 も しくは 名称、住所、取引

を 行う 目的 、職業 、法人 の場 合に おけ る代表者 の役 職 、住 所、氏名

お よび 事業 の内 容、２５ ％超 の議 決権 をお持ち の方 等の 住所、氏名

も しく は名 称、個 人番号 、法 人番 号その 他の届 出事 項に 変更 があっ

た 場合 は、 直ち に 当行所 定の 方法 によ りお手続 きく ださ い。  

 

 ２～ ４  現行 どおりに つき 省略  

 

第 21 条 （ 解 約等 ）  

こ の契 約は 、お 客さま のお 申し 出に より いつでも 解約 する こと が

で きま す 。解 約する 場合 は 、そ の 4 営業日 前ま でに 当行 所 定 の方法

で その 旨を お申 し出のう え、解約 の際に お客 さま が当 行所 定の 依頼

書 に届 出の 印章 により記 名押 印し て提 出し、保護 預り 証券 をお 引取

り ま た は 振 替 債 等 を 他 の 口 座 管 理 機 関 へ お 振 替 え く だ さ い 。 第 6

条 に よ る お 客 さ ま か ら の お 申 し 出 に よ り 契 約 が 更 新 さ れ な い 場 合

も 同様 とし ます 。  

 ２～ ６  現行 どおりに つき 省略  

 

第 26 条 （ 免 責事 項 ）  

当 行は 、次 に掲 げる 場合 に生 じた 損害 について は 、その 責を 負い

ま せん 。  

①  現 行ど おり につき省 略  

②  各 種依 頼書 、諸届 、そ の他 の書 類に 使用され た印 影を 届出 の印

鑑 と相 当の 注意 をもって 照合 し、相違 ない も のと 認め て国 債証 券

等 の受 入れ また は保護預 り証 券の 返還 、振 替債等 の振 替ま たは 抹

消 、そ の他 の取 扱いを行 った うえ で、当該書類 につ いて 偽造 、変

造 、そ の 他 の事 故があっ た場 合に 生じ た損害  

 

③  各 種依 頼書 に使用さ れた 印影 が届 出の印鑑 と相 違す るた め、国

債 証券 等の 受入 れ、保護 預り 証券 の返 還、振替 債等 の振 替ま たは

抹 消を 行わ なか った場合 に生 じた 損害  

④ ～⑦  現 行ど おりにつ き省 略  

 

第 18条 （ 届 出事 項 の 変更 ）  

氏 名も しく は名 称、住所 、取引を 行う 目的 、職 業 、法人 の場 合に

お ける 印章、代表者 の役 職 、住 所、氏 名およ び事 業の 内容、２５％

超 の議 決権 をお 持ちの方 等の 住所 、氏名 もしく は名 称、個人番 号 、

法 人 番 号 そ の 他 の 届 出 事 項 に 変 更 が あ っ た 場 合 、 ま た は 法 人 の 場

合 に お け る 印 章 を 失 っ た 場 合 は 、 直 ち に 当 行 所 定 の 方 法 に よ り お

手 続き くだ さい 。  

 ２ ～４  同左  

 

第 21条 （ 解 約等 ）  

こ の契 約は 、お 客さ まのお 申し 出に より いつでも 解約 する こと が

で き ま す 。 解 約 す る 場 合 は 、 そ の 4営 業 日 前 ま で に 当 行 所 定 の 方 法

で その 旨を お申 し出のう え、解約 の際 にお客 さま が当 行所 定の 依頼

書 に記 入の うえ 、また 法人 の場 合に おい ては届出 の印 章 に より 記名

押 印し て提 出し 、保護 預り 証券 をお 引取 りまたは 振替 債等 を他 の口

座 管 理 機 関 へ お 振 替 え く だ さ い 。 第 6条 に よ る お 客 さ ま か ら の お 申

し 出に より 契約 が更新さ れな い場 合も 同様とし ます 。  

 ２ ～６  同左  

 

第 26条 （ 免 責事 項 ）  

当 行は 、次 に掲 げる場合 に生 じた 損害 について は、その 責を 負い

ま せん 。  

①  同 左  

②  法 人の 場合 において 、各種依 頼書 、諸 届、そ の他 の書 類に 使用

さ れた 印影 を届 出の印鑑 と相 当の 注意 をもって 照合 し、相 違な い

も のと 認め て国 債証券等 の受 入れ また は保護預 り証 券の 返還、振

替 債等 の振 替ま たは抹消 、その他 の取 扱い を行 った うえ で、当該

書 類に つい て 偽 造、変造 、その他 の事 故が あっ た場 合に 生じ た損

害  

③  法 人の 場合 において、各種 依頼 書 に 使用され た印 影が 届出 の印

鑑 と相 違す るた め、国債 証券 等の 受入 れ、保護 預り 証券 の返 還、

振 替債 等の 振替 または抹 消を 行わ なか った場合 に生 じた 損害  

④ ～⑦  同 左  

 



 
株式投資信託  自動けいぞく（累積）投資約款  

 

（改定日： 2021 年 6 月 15 日  下線部が改定部分）  

現 行  改 定 後  

 

第 ２ 条 （ 申込 方 法 ）  

（ １）申込 者は、当行所 定の 申込 書に 必要事項 を記 入の うえ、署名捺

印 して 、これを 当行 に提出 する こと によ って 契約 を申 込む もの と

し 、当 行が 承諾 した場合 に限 り取 引を 開始する もの とし ます 。  

た だし 、すでに 他の 累積投 資に おい て契 約が締結 され てい ると

き は 、 個 別 フ ァ ン ド の 第 １ 回 目 の 払 込 金 の 払 込 み を も っ て 契 約

の 申込 みが 行わ れたもの とし 、申 込書 の提出は 不要 とし ます 。  

 

（ ２） ～（ ４） 現行どお りに つき 省略  

 

第 ９ 条 （ 申込 事 項 等の変 更 ）  

（ １）改名、転居 およ び 届 出印 の変 更な ど申込事 項に 変更 があ ったと

き は、申込 者は、当行 所定 の手 続き によ って遅滞 なく 当行 に届 出

て いた だき ます 。  

（ ２） 現行 どお りにつき 省略  

 

第 10 条 （ そ の他 ）  

（ １） 現行 どお りにつき 省略  

（ ２）当行 は、次 の各号 によ って 申込 者 に生じ た損 害に つい ては、そ

の 責を 負い ませ ん。  

 

 

①  こ の 契 約 に 基 づ く 個 別 フ ァ ン ド の 換 金 ま た は 振 替 請 求 の た

め に 提 出 さ れ た 印 影 が 届 出 の 印 鑑 と 相 当 の 注 意 を も っ て 照 合

し 相違 ない もの と認めて 、換 金ま たは 振替代 金を 申込 者か らあ

ら かじ め指 定さ れた預金 口座 に入 金し た場合。   

②  こ の 契 約 に 基 づ く 個 別 フ ァ ン ド の 換 金 ま た は 振 替 請 求 の た

め に 提 出 さ れ た 印 影 が 届 出 の 印 鑑 と 相 違 す る こ と に よ り 、 換

金 また は振 替請 求を受付 けな かっ た場 合。  

③  天 災地 変そ の他不可 抗力 によ り、こ の契 約に 基 づ く個 別フ ァ

ン ド の 買 付 け も し く は 個 別 フ ァ ン ド 返 還 代 金 の 換 金 代 金 の 支

払 いま たは 振替 が遅延し た場 合。  

（ ３） 現行 どお りにつき 省略  

 

第 ２ 条 （ 申込 方 法 ）  

（ １）申込 者は 、当行所 定の 申込 書に 必要事項 を記 入の うえ 、また法

人 の場 合は 届出 の印章を 押捺 して、これ を当 行に 提出 する こと に

よ って 契約 を申 込むもの とし 、当行 が承 諾し た場 合に 限り 取引 を

開 始す るも のと します。  

た だし 、すで に他 の累 積投 資に おい て契 約が締結 され てい ると

き は 、 個 別 フ ァ ン ド の 第 １ 回 目 の 払 込 金 の 払 込 み を も っ て 契 約

の 申込 みが 行わ れたもの とし 、申 込書 の提出は 不要 とし ます 。  

（ ２） ～（ ４） 現行どお りに つき 省略  

 

第 ９ 条 （ 申込 事 項 等の変 更 ）  

（ １）改名 、転 居お よび 法 人の 場合 にお ける届出 印 の 変更 など 申込事

項 に変 更が あっ たときは 、申 込者 は、当行 所定の 手続 きに よっ て

遅 滞な く当 行に 届出てい ただ きま す。  

（ ２） 同左  

 

第 10 条 （ そ の他 ）  

（ １） 同左  

（ ２）当行 は、天災地変 その 他不 可抗 力により 、こ の契 約に 基づく個

別 フ ァ ン ド の 買 付 け も し く は 個 別 フ ァ ン ド 返 還 代 金 の 換 金 代 金

の 支払 いま たは 振替が遅 延し たこ とに より 、申込 者 に 生じ た損 害

に つい ては 、そ の責を負 いま せん 。  

  （ 削除 ）  

 

 

 

  （ 削除 ）  

 

 

  （ 削除 ）  

 

 

（ ３） 同左  

 



 
山梨中銀投信積立取扱規定（投資信託定時定額購入取引）  

 

（改定日： 2021 年 6 月 15 日  下線部が改定部分）  

現 行  改 定 後  

 

第 ４ 条 （ 申込 方 法 ）  

（ １）お客さ まは 、当 行所 定の 申込 書に 必要事項 を記 入の うえ 署名お

よ び届 出印 を押 捺し 、これ を当 行に 提出 して 当行 が承 諾し た場 合

に 本取 引を 利用 すること がで きま す。  

（ ２） 現行 どお りにつき 省略  

 

第 ５ 条 （ 申込 内 容 の変更 ）  

（ １）お客さ まが 申込内 容を 変更 する 場合は、当行 所定の 申込 書に必

要 事項 を記 入の うえ署名 およ び届 出印 を押捺し 、当行 に申し 出る

こ とに より 変更 すること がで きま す。  

（ ２） 現行 どお りにつき 省略  

 

第 ７ 条 （ 払込 開 始 時期お よ び 払 込期 間 ）  

（ １） 現行 どお りにつき 省略  

（ ２）お 客さ まか ら 本 取引 に関 する 変更 または中 止の 申し 出が ない場

合 は、指定 銘柄の 信託期 限（ 償還 期限）まで払 込み を行 うも のと

し ます 。な お、払 込期 間内 であ って も指 定銘柄が 償還 とな った 場

合 は、 取扱 いを 中止する もの とし ます 。  

 

 

第 15 条 （ 印 鑑照 合 ）  

当 行が 当行 所定 の書類に 使用 され た印 影を 、投資 信託 振替 決済 口

座 印鑑 届の 印鑑 と相当の 注意 をも って 照合し 、相 違な いも のと 認め

て 取扱 い を した 場合は、それら の書 類に ついて 偽造、変造 等が あっ

て も、 その ため に生じた 損害 につ いて は当行は 責任 を負 いま せん 。 

 

第 16 条 （ そ の他 ）  

  現 行ど おり につき省 略  

 

第 ４ 条 （ 申込 方 法 ）  

（ １ ）お客 さま は、当行所 定の 手続 きに より本取 引を 申込 むも のとし 、

当 行が 承諾 した 場合に本 取引 を利 用す ることが でき ます 。  

 

（ ２） 同左  

 

第 ５ 条 （ 申込 内 容 の変更 ）  

（ １）お客 さま が申込内 容を 変更 する 場合は、当行 所定 の手 続きによ

り 、当 行に 申し 出ること によ り変 更す ることが でき ます 。  

 

（ ２） 同左  

 

第 ７ 条 （ 払込 開 始 時期お よ び 払 込期 間 ）  

（ １） 同左  

（ ２）お客 さま から予め 払込 期間 の設 定がない 場合 、お よび 本取引に

関 する 変更 また は中止の 申し 出が ない 場合は 、指 定銘 柄の 信託 期

限（償 還期 限）まで払込 みを 行う もの とします 。な お、払込 期間

内 であ って も指 定銘柄が 償還 とな った 場合は 、取 扱い を中 止す る

も のと しま す。  

 

（ 削除 ）  

 

 

 

 

 

第 15 条 （ そ の他 ）  

  同 左  

 
 



 
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款  

  

（改定日： 2021 年 6 月 15 日  下線部が改定部分）  

現 行  改 定 後  

 

第 １ 条 （ 約款 の 趣 旨）  

こ の約 款は 、お 客さ まが 租 税特 別措 置法第 9 条の 8 に 規定 する 非

課 税 口 座 内 の 少 額 上 場 株 式 等 に 係 る 配 当 所 得 の 非 課 税 お よ び 租 税

特 別措 置法 第 37 条 の 14 に 規定 する 非課 税口座内 の少 額上 場株 式等

に 係る 譲渡 所得 等の非課 税の 特例（ 以下「 非課税 口座 に係 る非 課税

の 特例 」と いい ます 。）の 適用 を受 ける ため に、 株式 会社 山梨 中央

銀 行（ 以下 「当 行」 とい いま す 。） に開 設さ れた 非課 税口 座に つい

て 、租税 特別措 置法 第 37 条の 14 第 5 項第 2 号お よび 第 4 号に 規定

す る 要 件 お よ び 当 行 と の 権 利 義 務 関 係 を 明 確 に す る た め に 定 め る

も ので す。  

２  現 行ど おり につき省 略  

 

第 １ 条 （ 約款 の 趣 旨）  

こ の 約 款 は、 お 客さ ま（ 個 人 のお 客 さ まに 限り ま す。）が 租 税特

別 措置 法第 9 条 の 8 に 規定 する 非課 税口 座内の少 額上 場株 式等 に係

る 配当 所得 の非 課税およ び租 税特 別措 置法 第 37 条 の 14 に 規定 する

非 課 税 口 座 内 の 少 額 上 場 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 非 課 税 の 特 例

（ 以下 「非 課税 口座 に係 る非 課税 の特 例」 とい いま す 。） の適 用を

受 ける ため に 、株式 会社 山梨 中央 銀行（以 下「 当 行 」と いいま す 。）

に 開設 され た非 課税 口座 につ いて 、租 税特 別措 置法 第 37 条 の 14

第 5 項第 2 号お よび 第 4 号 に規 定す る要 件および 当行 との 権利 義務

関 係を 明確 にす るために 定め るも ので す。  

２  同 左  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

インターネット富士山支店ご利用規定  

 

（改定日： 2021 年 6 月 15 日  下線部が改定部分）  

現 行  改 定 後  

 

１ ． ～ ３ ． 現行どお りに つき 省略  

 

４ ． お 届 け印  

（ １） 当店 と取 引を開始 する 際に 、印 鑑の届出 は必 要あ りま せん。  

し かし、口座 振替 依頼書に よる 各種 料金 の口座振 替取 引を ご希

望 の場 合は 、別途 ご案内 させ てい ただ く方法に より 、印 鑑の届 出

が 必要 とな りま す。  

①  口 座振 替依 頼書によ る各 種料 金の 口座振替 取引  

②  投 資信 託   

③  Ｉ Ｃキ ャッ シュカー ドの 生体 認証 登録  

④  定 額自 動送 金の申込 み  

 

（ 以下 、現 行ど おりにつ き省 略）  

 

１ ． ～ ３ ． 同左  

 

４ ． お 届 け印  

（ １） 当店 と取 引を開始 する 際に 、印 鑑の届出 は必 要あ りま せん。  

し かし 、口 座振 替依頼 書に よる 各種 料金 の口座振 替取 引を ご希

望 の場 合は 、別 途ご案内 させ てい ただ く方法に より 、印 鑑の 届出

が 必要 とな りま す。  

①  口 座振 替依 頼書によ る各 種料 金の 口座振替 取引  

（ 削除 ）  

②  Ｉ Ｃキ ャッ シュカー ドの 生体 認証 登録  

③  定 額自 動送 金の申込 み  

 

（ 以下 同左 ）  

 


